
　

№

1

指　　名　　停　　止　　一　　覧

（支店住所）
大田区蒲田五丁目36番２号

本店所在地 備　　　考

平成30年６月15日から
平成30年９月14日まで

        　 ３か月

指名停止期間

株式会社　オーエンス
大田支店

有資格者名

８（不正又は不誠実な行為）（３）

理　　　　由

東京都中央区銀座四丁目12番15号

資料1 


